
中小企業経営者

Ⅰ．身近な金融機関が海外展開に必要な情報の提供やご相談に応じます！
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①地域金融機関等が日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）の国内及びアジア拠点等
に職員を派遣します。

②地域金融機関等と日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が緊密に連携を図ります。

①②

③

中堅・中小企業の事業主の皆さんへ！

金融庁 財務省 経済産業省
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地域金融機関等 中小企業経営者

地域金融機関等
(取引のある地域銀行、信用金庫、信用組合等)

日本貿易振興機構
（JETRO）

地域金融機関等とＪＥＴＲＯが連携して、中堅・中小企業及びその
現地法人に対して、情報提供・相談等の支援を行います。

JETRO職員
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Ⅱ．海外にある現地の金融機関との取引をお手伝いします！

地域金融機関等
（国内にある取引銀行のＡ銀行）

海外にある現地の金融機関（Ｂ銀行）

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）が、海外にある現地の金融機関との間で覚書
（ＭＯＵ）を締結し、人材面・資金面での提携関係を構築します。
例えば、海外にある現地の金融機関の日系企業担当窓口（ジャパンデスク）
に地域金融機関等が職員を派遣することも検討しています。

①

②③

海外

◆海外にある現地の金融機関に対する融資相談等が容易になります。
◆海外にある現地の金融機関からの資金調達が従来よりも受けやす
くなります。

ジャパンデスク

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）
（Ｂ銀行と提携し、Ａ銀行とＢ銀行の仲介を行います）

国内にある取引金融機関と海外にある現地の金融機関
が連携して日本企業の海外展開をサポートします。

ジャパンデスク

海外にある現地の金融機関
（Ｂ銀行）
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中小企業経営者

現地法人担当者
（日系進出企業）
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中小企業の海外展開支援に関するその他の取組み中小企業の海外展開支援に関するその他の取組み

●地方経済産業局地方経済産業局に一元的な相談窓口を設置し、ＪＥＴＲＯＪＥＴＲＯの貿易情報セン
ター、中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構支部にご相談があった場合でも、三者が情報
を共有するシステムを構築してワンストップでご相談に応じています。

●ＪＥＴＲＯＪＥＴＲＯと中小企業基盤整備機構中小企業基盤整備機構が密接に連携し、国内での準備段階か
ら海外のビジネスパートナーとの契約締結段階まで、一貫した支援に取り
組んでいます。

●中小中小企業基盤整備企業基盤整備機構機構では、海外展開戦略策定支援や商品紹介の外国語対
応支援などの海外展開に向けた準備支援や、多数の外国人バイヤーが訪れ
る国内見本市における支援などを実施しています。

●ＪＥＴＲＯＪＥＴＲＯでは、海外で開催される展示会・商談会への出展支援、海外バ
イヤーの招聘による商談機会の提供、海外市場等に関する各種情報の提供、
海外企業とのマッチング支援などを実施しています。

●日本政策金融公庫日本政策金融公庫では、中小企業が行う海外地域における事業の開始等を
支援するため、「海外展開資金」制度を通じてサポートを実施しています。
また、平成２３年度からは貸付金利の引下げや貸付対象者の拡大を通じ、
より一層のサポートに努める予定です。

●商工組合中央金庫商工組合中央金庫では、国内外の「中小企業海外展開サポートデスク」を
通じて外国為替、輸出入金融、海外現地法人に対する現地通貨建て資金の
供給、ＪＥＴＲＯとの業務提携による情報提供などの支援を実施していま
す。

●この他、信用保証協会信用保証協会では、海外直接投資に要する資金調達や、海外現地
法人に対する現地通貨建て資金の供給に対し、保証による支援を実施して
います。

政府関係金融機関による海外展開に必要となる資金面での
積極的な支援

海外展開の準備段階から契約締結段階までの一貫した支援



＜お問い合わせ先＞
相談窓口・お問い合わせ先

貿易投資相談センター（東京） ０３－３５８２－５５１１
（大阪） ０６－６４４７－２３０７

●日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ)
※または、お近くのジェトロ貿易情報センター

へ（全国３６箇所）

お客さまサービスセンター ０１２０－０７９－３６６●商工組合中央金庫
※または、お近くの支店へ（全国１００箇所）

相談窓口
●経済産業局 北海道経済産業局 産業部国際課 ０１１－７０９－１７５２

東北経済産業局 産業部産業振興課国際室 ０２２－２２１－４９０７

関東経済産業局 産業部産業振興課 ０４８－６００－０３０３

中部経済産業局 地域経済部国際課 ０５２－９５１－４０９１

中部経済産業局北陸支局 産業課 ０７６－４３２－５４０１

近畿経済産業局 通商部国際事業課 ０６－６９６６－６０３２

中国経済産業局 産業部参事官（国際担当）０８２－２２４－５６５９

四国経済産業局 産業部産業振興課国際室 ０８７－８１１－８５２５

九州経済産業局 国際部国際課 ０９２－４８２－５４２３

沖縄総合事務局 経済産業部地域経済課 ０９８－８６６－１７３０

●中小企業基盤整備機構
※または、お近くの支部へ（全国１０箇所）

国際化支援センター ０３－５４７０－２３７５

●日本政策金融公庫
※または、お近くの支店へ（全国１５２箇所）

事業資金相談ダイヤル ０１２０－１５４－５０５

●信用保証協会の保証については、各都道府県（横浜市、川崎市、岐阜市、大阪市で事業をされている方は各市
を含む）の信用保証協会にお問い合わせください。

海外展開支援について、どこに相談すればよいのですか？海外展開支援について、どこに相談すればよいのですか？

①まずは、ご利用の金融機関営業店にご相談してみてください。

②また、地方経済産業局にも一元的な相談窓口を設置しています。

各地のＪＥＴＲＯの貿易情報センター、中小企業基盤整備機構各支部にご相談
があった場合でも、三者が情報を共有するシステムを構築してワンストップで
ご相談に応じますので、ご利用下さい。

国際業務戦略部業務課 ０３－５２１８－３３７４●国際協力銀行(ＪＢＩＣ)

企画部企画課 ０３－３５８２－５５３９●日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ)

経営支援部新事業促進課 ０３－３５０１－１５１１（内線５３４１）●中小企業庁
※または、お近くの経済産業局へ

通商政策局通商政策課 ０３－３５０１－１５１１（内線２９５１）●経済産業省

大臣官房政策金融課 ０３―３５８１―４１１１（内線６３１２）

国際局開発政策課 ０３―３５８１―４１１１（内線２９０６）

●財務省

監督局総務課 ０３―３５０６―６０００（内線３３７９）●金融庁
※または、お近くの財務局へ

制度や施策に関するお問い合わせ先


